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手
塚
　
豊
著
作
集
第
九
巻

『
明
治
法
学
教
育
史
の
研
究
』

　
こ
の
た
び
本
塾
法
学
部
名
誉
教
授
手
塚
豊
博
士
が
、
そ
の
多
年
に
わ
た

る
明
治
法
制
史
研
究
の
成
果
を
、
手
塚
豊
著
作
集
と
し
て
逐
次
公
刊
せ
ら

れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
．
博
士
の
巨
大
な
法
史
学
の
全
貌
を
得
る
た
め
に

便
宜
な
道
が
漸
く
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で

あ
る
．
博
士
の
従
来
の
貴
重
な
研
究
が
広
く
各
種
の
文
献
に
わ
た
っ
て
散

在
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
研
究
者
に
と
っ
て
そ
の
利
用
が
必
ず
し
も
容

易
で
な
く
、
そ
の
復
刊
集
成
を
希
望
す
る
声
が
、
か
ね
て
か
ら
塾
の
内
外

に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
博
士
の
学
問
的
関
心
は
常
に
現
在
目
下
の
研

究
対
象
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
現
時
点
に
至
る
研
究
過
程
と
し
て
の
旧
稿

を
復
刊
す
る
こ
と
を
潔
し
と
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
博
士
よ
り
学

部
・
大
学
院
を
通
じ
て
親
し
く
お
教
え
を
う
け
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
、
民

法
学
の
専
攻
者
と
し
て
実
定
法
解
釈
学
を
研
究
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
も
ー
む
し
ろ
実
定
法
の
解
釈
と
い
う
課
題
を
担
っ
た
が
た
め
に

ー
博
士
の
諸
研
究
か
ら
は
か
り
知
れ
な
い
学
問
上
の
恩
恵
を
う
け
て
き

た
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
た
び
の
著
作
集
刊
行
は
、
久
し
い
念
願
が
か

な
え
ら
れ
た
思
い
が
す
る
。
後
進
の
た
め
の
道
し
る
べ
と
し
て
、
漸
く
に

そ
の
出
版
を
う
べ
な
わ
れ
た
恩
師
の
慈
悲
を
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
専
門
の
法
制
史
家
で
な
い
筆
者
は
、
博
士
の
研
究
せ
ら
れ
た

成
果
に
つ
い
て
、
そ
の
史
学
的
価
値
を
云
々
す
る
資
格
も
能
力
も
な
い
。

筆
者
と
し
て
は
、
か
ね
て
よ
り
実
定
法
学
の
立
場
か
ら
．
現
行
法
の
歴
史

的
意
味
内
容
の
確
定
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
明
治
期
に
お
け
る
西
欧
法

の
継
受
が
わ
が
国
近
代
法
制
の
成
立
．
運
用
に
お
よ
ぽ
し
た
影
響
に
関
心

を
も
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
管
見
の
と
ど
く
範
囲
に
お

い
て
本
書
「
明
治
法
学
教
育
史
の
研
究
」
（
手
塚
豊
著
作
集
第
九
巻
）
の
内
容

を
考
察
し
た
い
。

二

　
本
書
は
全
体
と
し
て
、
e
司
法
省
法
学
校
関
係
、
⇔
慶
鷹
義
塾
法
学
部

法
律
学
科
関
係
、
そ
し
て
曾
各
大
学
法
学
部
機
関
雑
誌
関
係
と
い
う
三
部

門
に
わ
た
る
研
究
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
部
は
、
大
作
「
司
法
省
法
学
校
小
史
」
を
中
心
と
し
て
、
実

質
的
に
は
そ
の
遺
補
に
あ
た
る
「
司
法
省
御
雇
外
人
ブ
ス
ケ
の
法
学
校
に

関
す
る
建
議
」
お
よ
び
「
司
法
省
御
雇
外
人
ア
ッ
ペ
ー
ル
の
司
法
省
法
学

校
卒
業
式
演
説
」
か
ら
な
る
．
司
法
省
法
学
校
の
開
設
よ
り
終
結
に
い
た

る
経
緯
と
そ
の
卒
業
生
の
明
治
法
曹
界
に
お
け
る
影
響
を
主
題
と
す
る
、
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司
法
省
法
学
校
全
史
で
あ
る
。

　
第
二
部
は
、
「
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
小
史
」
が
、
明
治
六

年
の
義
塾
に
お
け
る
最
初
の
法
学
講
義
に
始
ま
り
同
二
三
年
の
大
学
部
法

律
科
設
置
以
降
、
昭
和
三
二
年
（
執
筆
時
）
現
在
の
法
学
部
法
律
学
科
に
い

た
る
問
の
法
学
教
育
・
研
究
の
進
展
を
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
学
制
の
変

遷
と
、
そ
の
時
々
の
代
表
的
学
者
の
業
績
を
通
じ
て
追
及
し
た
も
の
で
あ

り
、
「
慶
懸
義
塾
法
学
事
始
」
お
よ
び
「
明
治
三
十
年
頃
の
慶
鷹
義
塾
法

律
科
」
は
、
法
律
科
前
史
と
も
い
う
べ
き
明
治
一
二
年
の
夜
間
法
律
科
設

置
の
経
緯
と
、
法
律
科
発
足
直
後
の
明
治
三
十
年
当
時
に
お
け
る
義
塾
法

学
教
育
の
情
況
を
他
学
校
と
対
比
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
三
部
に
あ
た
る
「
わ
が
国
各
大
学
に
お
け
る
法
学
部
門
機
関

雑
誌
の
変
遷
」
は
、
明
治
初
期
以
降
の
わ
が
国
の
法
律
雑
誌
発
刊
の
情
況

と
そ
の
推
移
を
、
昭
和
二
年
（
執
筆
時
）
ま
で
、
そ
の
母
胎
で
あ
る
各
大

学
法
学
部
の
研
究
活
動
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
た
書
誌
学
的
研
究
で

あ
る
。

　
以
上
の
三
部
門
を
ま
と
め
て
「
明
治
法
学
教
育
史
」
と
題
す
る
本
書
は
、

独
立
し
て
起
稿
さ
れ
た
各
研
究
主
題
の
各
論
的
多
様
さ
と
、
そ
こ
に
駆
使

さ
れ
て
い
る
彪
大
な
史
料
の
精
緻
な
分
析
と
の
た
め
に
、
全
体
の
連
絡
を

一
見
し
て
読
み
と
り
難
い
も
の
と
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
は
明
治
期
に
お
け
る
近
代
法
学
の
成
立
過
程
に
対
す
る
、
可
能
な

あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
迫
る
探
索
が
、
丹
念
慎
重
な
原
史
料
の
発
掘
考
証
に

基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
研
究
が
、
実
に
息
の

長
く
、
す
そ
野
の
広
い
研
究
の
一
環
と
し
て
、
互
に
有
機
的
に
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
．
例
え
ば
、
司
法
省
法
学
校
に
代
表
さ

れ
る
明
治
初
期
フ
ラ
ン
ス
法
学
継
受
と
い
う
外
国
法
摂
取
の
系
譜
に
対
す

る
抗
流
と
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
系
の
英
法
学
継
受
が
あ
り
、
そ
れ
と
は

独
立
す
る
形
で
慶
鷹
義
塾
に
お
け
る
よ
う
な
英
法
重
視
の
伝
統
が
形
成
さ

れ
る
．
そ
し
て
明
治
中
期
以
降
に
お
け
る
近
代
法
制
確
立
に
際
し
て
の
路

線
決
定
を
め
ぐ
る
仏
英
両
派
の
論
戦
の
舞
台
と
な
る
の
は
、
明
法
雑
誌
、

法
政
志
叢
、
法
理
精
華
、
法
学
新
報
等
の
各
機
関
誌
な
の
で
あ
る
．
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
、
本
書
一
巻
の
み
な
ら
ず
、
手
塚
豊
著
作
集
全
般
に
つ
い

て
も
通
じ
て
い
え
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
主
題
の
多
様
さ
と
史

料
の
多
彩
さ
に
眩
惑
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
明
治
と
い
う
一

つ
の
個
性
的
時
代
に
徹
底
す
る
研
究
の
一
貫
性
に
驚
嘆
を
お
ぽ
え
る
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
紙
数
の
制
約
上
、
本
書
の
核
心
と
い
う
べ
き
司
法

省
法
学
校
史
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
義
塾
法
学
部
史
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

三

　
司
法
省
法
学
校
は
、
来
る
べ
き
近
代
的
裁
判
制
度
に
対
処
す
べ
き
法
曹

養
成
の
た
め
の
フ
ラ
ソ
ス
法
学
習
の
組
織
的
企
画
で
あ
り
、
後
の
大
規
模

な
フ
ラ
ン
ス
法
継
受
の
端
緒
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
司
法
省
法
学
校
小
史
」
発
表
前
に
お
い
て
も
、
沼
正
也
「
司
法
省

指
令
の
形
成
を
め
ぐ
る
明
法
寮
の
役
割
」
・
「
明
法
寮
に
つ
い
て
の
再
論
」

（
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
六
六
二
頁
以
下
）
、
利
谷
信
義
「
日
本
資
本

主
義
と
法
学
エ
リ
ー
ト
e
i
明
治
期
の
法
学
教
育
と
官
僚
養
成
f
」
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（
思
想
四
九
三
量
三
頁
以
下
）
、
磯
野
誠
一
「
司
法
省
法
学
校
の
素
描
－

明
治
期
法
学
教
育
の
一
資
料
と
し
て
」
（
法
律
時
報
三
八
巻
五
号
ご
一
頁
以
下
）

等
の
諸
論
説
に
よ
っ
て
、
司
法
省
法
学
校
の
歴
史
的
意
義
と
そ
の
内
容
に

つ
い
て
概
括
的
な
い
し
部
分
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
．

「
司
法
省
法
学
校
小
史
」
は
、
あ
ら
た
に
「
懐
旧
録
・
旧
司
法
省
法
学
校

沿
革
略
誌
及
卒
業
生
ノ
現
況
」
（
法
曹
記
事
二
三
巻
一
一
号
以
下
に
連
載
）
、
「
司

法
省
法
学
校
係
書
類
」
（
東
大
図
書
館
蔵
）
に
拠
り
、
さ
ら
に
当
時
の
官
員

録
・
職
員
録
、
関
係
者
の
伝
記
・
回
顧
談
、
各
種
新
聞
記
事
等
の
史
料
に

よ
り
こ
れ
を
補
充
し
て
、
明
治
五
年
七
月
の
法
学
校
創
成
よ
り
同
二
〇
年

末
に
お
け
る
同
校
活
動
の
実
質
的
終
結
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
克
明
に
追

及
し
、
さ
ら
に
同
校
卒
業
生
が
そ
の
後
の
法
曹
界
に
あ
た
え
た
影
響
を
、

当
時
の
各
裁
判
所
・
検
察
庁
に
お
け
る
司
法
官
の
実
数
に
照
ら
し
て
調
査

し
た
実
証
的
研
究
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
「
小
史
」
第
一
章
は
、
司
法
省
法
学
校
に
関
す
る
従
来
の
研

究
成
果
を
述
べ
、
本
研
究
の
骨
子
を
な
す
主
要
史
料
を
考
証
し
、
本
研
究

の
意
図
を
提
示
す
る
．

　
第
二
章
に
お
い
て
は
、
司
法
省
に
お
け
る
法
学
校
開
設
の
緒
と
な
る
明

法
寮
設
置
の
事
情
、
そ
れ
に
先
立
つ
外
人
法
律
家
招
聰
の
決
定
、
ブ
ス
ケ

や
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
法
学
教
育
の
開
始
と
授
業
内
容
等
に
わ
た
り
、

明
治
八
年
五
月
の
明
法
寮
廃
止
に
よ
る
法
学
校
の
司
法
省
本
省
移
管
ま
で

の
時
期
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
前
任
者
ブ
ス
ケ
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
と
の
間
に
教
授
担
当
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
生
じ
て
い
た
事
実
が
、
ガ

リ
ー
の
上
申
書
に
拠
っ
て
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
発
足

時
の
外
人
教
師
間
の
微
妙
な
対
立
関
係
が
生
徒
に
お
よ
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う

影
響
の
面
で
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
な
お
本
章
の
記
述
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
、
本
書
所
収
の
「
司
法
省

御
雇
外
人
ブ
ス
ケ
の
法
学
校
に
関
す
る
建
議
」
が
重
要
で
あ
る
。
司
法
省

当
局
が
、
当
時
の
裁
判
（
渉
外
事
件
）
に
お
け
る
英
米
法
の
実
務
的
必
要
性

に
も
拘
ら
ず
、
何
故
に
も
っ
ば
ら
フ
ラ
γ
ス
法
の
継
受
を
志
向
し
た
か
、

ま
た
多
数
の
法
曹
を
早
急
に
養
成
す
べ
き
焦
眉
の
急
に
迫
ら
れ
て
い
る
情

況
下
で
、
何
故
に
拙
速
の
方
法
を
と
ら
ず
、
正
則
科
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

長
期
八
年
問
に
わ
た
る
普
通
・
専
門
の
一
貫
教
育
と
い
う
遠
大
な
方
途
を

と
っ
た
か
は
、
興
味
深
い
間
題
で
あ
る
が
、
ブ
ス
ヶ
の
建
議
の
内
容
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
貴
重
な
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
、
第
四
章
は
、
司
法
本
省
に
移
管
さ
れ
た
法
学
校
が
、
明
治
五
年

八
月
入
学
の
正
則
第
一
期
生
の
処
遇
を
完
了
（
同
九
年
八
月
）
し
、
第
二
期

生
（
同
年
七
月
入
学
－
一
七
年
七
月
卒
業
）
、
第
三
期
生
（
一
三
年
九
月
入
学
－
東

京
法
学
校
本
科
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
編
入
）
、
第
四
期
生
（
一
七
年

一
〇
月
入
学
ー
東
京
法
学
校
予
科
、
大
学
予
備
門
、
第
一
高
等
中
学
を
経
て
東
京
帝

国
大
学
法
科
大
学
に
進
む
）
ま
で
の
教
育
活
動
を
進
め
な
が
ら
、
明
治
一
七

年
一
二
月
に
正
則
科
が
廃
止
さ
れ
て
、
あ
ら
た
に
文
部
省
直
轄
と
し
て
創

設
を
み
た
東
京
法
学
校
に
移
管
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
す
る
．
こ

の
東
京
法
学
校
は
翌
一
八
年
中
に
東
京
大
学
予
備
門
、
東
京
大
学
法
学
部

に
吸
収
統
合
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
司
法
省
法
学
校
の
正
則
科
に
つ
い
て

は
、
本
章
の
扱
う
時
期
が
、
そ
の
制
度
も
整
備
し
、
教
育
活
動
の
充
実
し

た
時
期
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
司
法
省
法
学
校
に
お
け
る
、
「
不
進
歩
ノ
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モ
ノ
ハ
毎
次
之
ヲ
除
退
シ
務
メ
テ
俊
秀
ヲ
抜
ク
」
（
法
学
規
則
第
七
条
）
を
旨

と
す
る
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
養
成
に
徹
底
し
た
教
育
の
実
状
が
、
当
時
の

各
種
規
則
、
科
目
表
、
考
科
表
、
在
学
生
の
回
顧
録
等
に
拠
り
．
な
ま
な

ま
し
い
ぽ
か
り
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　
本
章
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
期
生
が
ブ
ス
ケ
や
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に

よ
る
直
接
の
薫
陶
指
導
を
う
け
、
卒
業
後
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
教
育
や
立

法
作
業
に
参
加
協
力
す
る
人
々
（
例
え
ば
加
太
、
井
上
操
、
一
瀬
、
大
島
そ
の

他
）
が
多
い
の
に
対
し
て
、
第
二
期
、
第
三
期
生
に
つ
い
て
は
、
専
門
科

目
の
教
育
を
も
っ
ば
ら
ア
ペ
ー
ル
が
担
当
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
の
関
係

が
比
較
的
に
稀
薄
な
こ
と
で
あ
る
。
本
書
所
収
の
「
司
法
省
御
雇
外
人
ア

ッ
ペ
ー
ル
の
司
法
省
法
学
校
卒
業
式
演
説
」
は
、
従
来
記
録
の
乏
し
い
ア

ペ
ー
ル
に
つ
い
て
、
在
日
中
の
業
績
や
法
曹
界
に
残
し
た
感
化
を
考
証
し

た
研
究
で
あ
り
、
正
則
科
に
お
け
る
法
学
教
育
の
内
容
を
補
完
す
る
史
料

で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
ア
ペ
ー
ル
の
演
説
も
、
彼
の
豊
か
な
教
養
学

識
と
温
厚
誠
実
な
人
柄
を
伝
え
る
好
文
章
と
し
て
印
象
深
い
も
の
が
あ
る
．

　
第
五
章
は
、
明
治
九
年
ご
ろ
司
法
省
に
お
い
て
予
測
さ
れ
た
当
面
の
司

法
官
養
成
の
必
要
に
対
応
し
て
、
短
期
か
つ
多
数
の
法
曹
教
育
機
関
と
し

て
別
途
に
設
け
ら
れ
た
速
成
（
変
則
）
科
を
対
象
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
明

治
九
年
四
月
の
員
外
出
仕
に
始
ま
り
、
そ
の
第
三
期
生
（
一
六
年
一
〇
月
入

学
）
の
処
遇
が
終
了
し
た
明
治
二
〇
年
末
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
が
、
講

義
科
目
と
担
当
者
、
各
年
次
在
籍
者
の
席
次
ま
た
任
官
後
の
情
況
に
わ
た

っ
て
、
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
本
章
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
速
成
科
の
授
業
内
容
と
し
て
、
当
時

編
纂
中
の
日
本
民
法
草
案
の
講
義
や
、
擬
律
擬
判
と
い
っ
た
実
務
的
演
習

に
加
え
て
、
ヒ
ル
に
ょ
る
英
法
の
講
義
（
と
く
に
速
成
第
一
期
生
）
が
含
ま
れ

て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
速
成
科
の
法
学
教
育
が
、
正
則
科
に

比
較
し
て
、
か
な
り
実
務
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。
と
も
あ
れ
、
目
前
の
法
制
度
整
備
に
対
処
す
べ
く
、
正
則
、
速

成
と
い
う
異
質
の
指
導
体
制
を
用
意
し
た
司
法
省
の
周
到
な
方
法
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
あ
げ
た
成
果
は
、
本
研
究
末
章
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で

あ
る
。

　
な
お
司
法
省
蔵
版
と
し
て
今
日
残
っ
て
い
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
講
述
の
各

種
フ
ラ
ン
ス
民
法
講
義
録
や
日
本
民
法
草
案
の
条
解
が
、
法
学
校
の
科
目

表
や
反
訳
担
当
者
の
関
連
性
よ
り
し
て
、
そ
の
多
く
が
速
成
科
に
お
け
る

講
義
で
あ
る
こ
と
が
、
本
書
に
お
い
て
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

書
物
が
現
在
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
理
論
研
究
や
現
行
法
成
立
過
程
の
考
証
に

と
っ
て
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
速
成
科
の

教
育
が
残
し
た
学
問
的
遺
産
も
ま
た
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
六
章
は
、
本
研
究
の
む
す
び
と
し
て
、
司
法
省
法
学
校
出
身
者
が
そ

の
後
の
法
曹
界
で
果
し
た
役
割
を
、
明
治
三
五
年
当
時
に
お
け
る
全
国
の

裁
判
所
・
検
事
局
に
つ
い
て
検
討
し
、
全
司
法
官
一
四
一
二
名
中
に
法
学

校
出
身
者
一
六
一
名
を
数
え
、
上
級
者
ほ
ど
に
そ
の
比
重
の
大
き
な
こ
と
、

ま
た
正
則
科
出
身
者
が
速
成
科
出
身
者
よ
り
も
多
く
上
級
判
検
事
に
昇
進

し
て
い
る
事
実
を
論
証
す
る
．

以
上
全
六
章
を
も
っ
て
、
司
法
省
法
学
校
の
歴
史
的
展
開
は
、
そ
の
全
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期
間
を
通
し
て
追
及
さ
れ
、
明
治
一
七
年
の
正
則
科
廃
止
当
時
ま
で
の
時

点
で
中
断
し
て
い
た
正
則
科
沿
革
略
史
・
速
成
科
沿
革
略
史
等
に
よ
る
従

来
の
法
学
校
史
は
、
本
研
究
を
も
っ
て
漸
く
完
結
を
み
た
こ
と
に
な
る
．

司
法
省
法
学
校
の
全
貌
が
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
描
き
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
．

四

　
元
来
法
学
教
育
史
は
、
法
典
編
纂
史
と
か
法
思
想
史
、
学
説
史
に
比
較

し
て
地
味
な
分
野
で
あ
る
。
と
く
に
わ
が
国
の
法
制
が
一
応
整
備
さ
れ
、

学
校
教
育
制
度
が
文
部
省
の
統
轄
下
に
完
結
す
る
に
至
っ
て
、
か
っ
て
法

学
教
育
が
明
治
初
期
に
も
た
ら
し
た
重
大
な
現
実
的
意
義
は
．
次
第
に
埋

没
さ
れ
て
ゆ
く
．
し
か
し
「
司
法
省
法
学
校
小
史
」
が
開
示
し
た
当
時
の

法
学
教
育
は
、
そ
の
当
面
の
目
標
と
さ
れ
た
法
曹
養
成
と
い
う
範
囲
に
と

ど
ま
ら
ず
、
現
行
法
制
の
母
胎
と
な
る
明
治
期
の
フ
ラ
ソ
ス
法
継
受
を
可

能
な
ら
し
め
た
精
神
的
情
況
と
し
て
、
豊
か
な
示
唆
を
あ
た
え
る
の
で
あ

る
。　

法
学
校
の
端
緒
を
な
す
明
法
寮
の
役
割
を
め
ぐ
る
論
争
（
三
八
頁
）
は
、

当
時
の
法
学
教
育
の
多
面
的
機
能
に
照
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
し
、
司

法
省
法
学
校
が
東
京
帝
国
大
学
に
合
併
さ
れ
る
経
緯
の
中
に
、
後
の
法
典

論
争
に
お
け
る
対
立
抗
争
の
源
流
が
み
ら
れ
る
と
の
指
摘
（
九
七
頁
）
も
、

法
学
教
育
の
政
治
的
ひ
ろ
が
り
の
中
に
理
解
さ
れ
よ
う
．

　
と
く
に
実
定
法
学
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
旧
民
法
と
現
行
民
法
と
の
制

度
的
な
ら
び
に
法
理
的
連
絡
を
検
証
す
る
上
で
、
現
行
民
法
典
の
編
纂
に

重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
梅
謙
次
郎
（
正
則
第
二
期
生
）
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
や
ア
ペ
ー
ル
と
法
学
校
教
育
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も

ち
、
い
か
な
る
学
問
上
・
思
想
上
の
影
響
を
う
け
た
か
は
、
興
味
の
あ
る

問
題
で
あ
る
。
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
了
え
て

帰
朝
し
て
か
ら
以
後
の
梅
は
、
そ
の
講
義
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
草

案
・
学
説
批
判
、
法
典
論
争
に
際
し
て
の
断
行
派
と
し
て
の
旧
民
法
擁
護
、

さ
ら
に
民
法
起
草
委
員
と
し
て
の
旧
民
法
修
正
等
の
活
動
を
通
じ
て
、
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
理
論
的
承
継
者

と
し
て
の
、
か
な
り
に
微
妙
な
独
自
の
立
場
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
、
ブ
ス
ケ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
ア
ペ
ー
ル
ら
が
遣
し
た
有
形
無
形
の
精

神
的
遺
産
は
．
な
お
探
究
さ
れ
る
べ
き
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。
こ
れ

に
関
連
し
て
野
田
良
之
「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
の
b
。
貯
b
8
留
ぎ
の

甘
ξ
m
雑
観
－
同
書
刊
行
百
年
を
記
念
し
て
」
（
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論

文
集
二
四
三
頁
以
下
）
、
西
堀
昭
「
元
司
法
省
法
律
顧
問
　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

ヴ
イ
ク
ト
ル
・
ア
ペ
ー
ル
に
つ
い
て
」
（
同
上
論
文
集
八
五
三
頁
以
下
）
等
の

研
究
，
ま
た
司
法
省
法
学
校
出
身
者
の
法
曹
界
外
の
活
動
を
紹
介
す
る
も

の
と
し
て
中
川
浩
一
「
明
法
寮
生
徒
　
中
川
元
」
（
書
斉
の
窓
二
四
六
号
二
五

頁
以
下
）
が
注
目
さ
れ
る
．

五

　
本
書
第
二
部
に
あ
た
る
慶
鷹
義
塾
の
法
学
教
育
史
に
つ
い
て
は
、
法
律

科
が
明
治
二
三
年
一
月
の
大
学
部
設
置
に
際
し
、
文
学
科
、
理
財
科
と
と

も
に
創
設
さ
れ
、
現
在
の
法
学
部
法
律
学
科
に
い
た
る
こ
と
は
広
く
知
ら

れ
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
れ
以
前
の
義
塾
に
お
け
る
法
学
教
育
と
し
て
、
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明
治
六
年
児
玉
淳
一
郎
に
よ
る
英
米
法
の
講
義
と
、
同
一
二
年
目
賀
田
種

一
郎
ら
に
よ
る
夜
間
法
律
科
の
授
業
を
と
り
あ
げ
る
．
「
慶
鷹
義
塾
法
学

教
育
事
始
」
は
、
こ
の
夜
間
法
律
科
創
設
の
事
情
、
当
時
の
教
師
、
諸
規

則
、
教
科
内
容
、
ま
た
開
設
後
一
年
足
ら
ず
し
て
挫
折
し
た
情
況
等
を
当

時
の
諸
史
科
に
拠
り
論
考
し
た
も
の
で
あ
る
．
の
ち
の
ウ
ィ
グ
モ
ア
招
聰

以
降
に
慶
鷹
法
学
の
特
色
と
な
る
英
米
法
中
心
の
学
風
が
、
塾
祖
福
沢
諭

吉
先
生
の
支
援
の
も
と
に
米
国
新
帰
朝
の
邦
人
法
律
家
に
よ
っ
て
萌
芽
を

み
た
こ
と
、
と
く
に
福
沢
先
生
の
法
律
観
が
、
明
治
初
期
の
目
本
の
実
状

に
即
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
ド
イ
ッ
法
よ
り
も
英
法
の
研
究
を
重
視
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
未
収
録
の
手
塚
「
福
沢
先

生
の
法
律
観
」
三
田
評
論
昭
和
一
二
年
六
月
号
一
四
頁
参
照
）
は
、
注
目
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
明
治
三
十
年
頃
の
慶
麿
義
塾
法
律
科
」
は
、
九
大
法
律
学
校
大
勢
一
覧

（
明
治
三
一
年
四
月
刊
）
の
記
録
を
義
塾
内
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
訂
正
補
完
し

つ
つ
、
当
時
の
義
塾
法
学
教
育
の
情
況
を
、
他
の
有
名
大
学
・
専
門
学
校

と
の
対
比
に
お
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
．
明
治
二
五
年
に
最
初
の
卒

業
生
五
名
を
出
し
て
よ
り
、
三
〇
年
当
時
に
漸
く
二
二
名
の
卒
業
生
と
二

五
名
の
在
学
生
を
数
え
る
に
過
き
な
か
っ
た
法
律
科
が
、
あ
と
二
年
に
し

て
開
設
百
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
本
書
の
記
述
は
ま
こ
と
に

感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
．

「
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
小
史
」
は
、
前
記
明
治
六
年
の
法
学

講
義
、
同
一
二
年
の
夜
問
法
律
科
に
始
ま
る
前
史
よ
り
、
同
二
三
年
の
法

律
科
開
設
以
降
、
度
重
な
る
学
制
の
変
更
・
改
革
を
経
て
旧
制
大
学
か
ら

戦
後
発
足
し
た
新
制
大
学
と
し
て
の
昭
和
三
二
年
（
本
稿
執
筆
時
）
の
現
況

に
い
た
る
義
塾
法
学
部
法
律
学
科
の
全
史
を
克
明
に
追
及
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
間
の
教
育
・
研
究
活
動
の
展
開
が
、
各
期
の
学
制
、

諸
規
則
、
講
義
科
目
の
変
遷
と
と
も
に
記
述
さ
れ
、
そ
の
時
々
の
義
塾
を

代
表
す
る
法
曹
人
、
学
老
の
業
績
・
学
風
が
丹
念
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
法
律
科
開
設
前
に
お
け
る
義
塾
関
係
の
法
曹
人
と
し
て
は
横
田

国
臣
、
三
好
退
蔵
、
馬
場
辰
猪
の
諸
氏
、
法
律
科
設
置
以
降
に
つ
い
て
は
、

ウ
ィ
グ
モ
ア
、
神
戸
寅
次
郎
、
青
木
徹
二
、
西
本
辰
之
助
、
浅
井
清
、
峯

岸
治
三
各
教
授
の
群
像
が
こ
れ
で
あ
る
．
本
書
に
よ
り
、
明
治
初
期
に
芽

ぽ
え
た
義
塾
の
法
学
教
育
が
、
多
く
の
先
学
の
い
か
に
苦
難
に
み
ち
た
努

力
に
支
え
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
た
か
を
知
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
感

謝
・
畏
敬
の
念
と
と
も
に
、
明
日
の
義
塾
に
伝
え
る
べ
く
託
さ
れ
た
衣
鉢

の
重
さ
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
も
と
よ
り
学
者
の
業
績
に
対
す
る
認
識
・
評
価
は
、
一
定
不
動
の
も
の

で
は
な
く
、
各
分
野
に
お
け
る
研
究
の
発
展
と
と
も
に
変
化
し
う
る
．
本

書
（
二
〇
二
頁
以
下
）
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
神
戸
博
士
の
民
法
学
説
も
、

明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
学
界
を
支
配
し
た
（
あ
る
意
味
で
は
、
な

お
現
在
も
残
留
し
て
い
る
）
い
わ
ゆ
る
概
念
法
学
的
方
法
論
に
拠
る
注
釈
学

派
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
従
来
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

学
説
を
現
在
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
と
き
（
そ
の
一
つ
の
企
て
と
し
て
、
義
塾

民
法
専
攻
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
神
戸
学
説
の
再
評
価
を
課
題
と
し
た
研
究
「
神
戸
寅

次
郎
先
生
記
念
論
文
集
」
法
学
研
究
三
八
巻
一
号
・
昭
和
三
九
年
が
あ
げ
ら
れ
る
）
、

従
来
の
定
説
的
見
方
に
は
疑
問
を
生
ず
る
。
こ
こ
に
詳
論
す
る
余
裕
が
な
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い
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
「
合
致
論
」
や
民
法
五
二
六
条
の
法
文
の
二
言

一
句
を
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
」
神
戸
博
士
の
解
釈
に
は
、
民
法
各
条
の

立
法
趣
旨
を
厳
密
に
確
定
し
つ
つ
、
現
実
生
活
の
多
様
な
要
請
に
着
実
に

対
応
し
よ
う
と
す
る
独
自
な
方
法
が
、
そ
の
精
緻
な
理
論
構
成
の
背
後
に

看
取
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
確
な
方
法
論
上
の
評
価
は
、
な
お
今

後
の
課
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

歴
史
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
．
み
ず
か
ら
の
歴
史
に
属

す
る
先
学
の
研
究
成
果
を
、
不
断
の
批
判
の
下
に
承
継
す
る
責
任
を
負
う

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
歴
史
が
死
ん
だ
と
き
に
、
神
話
が
は

じ
ま
る
。山／￥

　
手
塚
博
士
の
諸
研
究
に
お
け
る
原
史
料
の
博
捜
と
そ
の
慎
重
厳
格
な
考

証
・
分
析
に
つ
い
て
は
、
夙
に
定
評
が
あ
る
．

　
か
つ
て
野
田
良
之
教
授
は
、
博
士
の
旧
著
「
明
治
初
年
の
民
法
編
纂

－
江
藤
新
平
の
民
法
典
編
纂
事
業
と
そ
の
草
案
」
（
司
法
資
料
別
冊
一
九

号
・
昭
和
一
九
年
刊
）
に
つ
い
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
「
最
も
詳
細
で
、
ま

た
歴
史
の
考
証
に
お
い
て
も
極
め
て
慎
重
な
研
究
」
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
る
。

「
史
観
と
い
う
も
の
は
あ
く
ま
で
科
学
的
に
は
作
業
仮
説
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
を
検
討
し
て
い
っ
て
、
こ
の
仮
説
に
あ
わ
な
け
れ

ば
当
然
仮
説
の
方
が
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
自
分
の
仮
説
に
都

合
の
よ
い
史
料
ば
か
り
に
た
よ
り
、
自
分
の
仮
説
自
身
に
は
一
向
懐
疑
の

目
を
む
け
な
い
と
い
う
の
は
、
歴
史
学
者
の
態
度
で
は
な
く
、
一
定
の
史

観
の
信
徒
に
す
ぎ
な
い
（
中
略
）
．
こ
の
意
味
で
も
、
手
塚
氏
の
研
究
は
、

江
藤
を
評
価
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
」
（
明
治
初
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の

研
究
・
日
仏
法
学
創
刊
号
三
一
頁
）
。

　
こ
の
評
言
は
、
本
書
「
明
治
法
学
教
育
史
の
研
究
」
に
つ
い
て
も
、
正

確
に
妥
当
す
る
．
こ
こ
に
み
ら
れ
る
厳
し
く
慎
重
な
史
料
考
証
に
支
え
ら

れ
た
歴
史
的
事
実
の
客
観
的
記
述
は
、
読
者
の
史
観
・
信
条
の
如
何
を
問

わ
ず
、
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
説
得
力
を
も
っ
て
迫
ら
ず
に
は
い
な
い
．
史
料

は
史
料
み
ず
か
ら
を
し
て
語
ら
し
め
よ
、
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
史
料
み
ず
か
ら
を
し
て
真
実
を
語
ら
せ
る
こ
と
が
、
い
か
に
至

難
の
こ
と
か
、
そ
し
て
い
か
に
苛
烈
な
学
問
的
鍛
練
と
強
い
自
己
抑
制
を

経
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
も
の
と
な
る
か
を
、
本
書
は
伝
え
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
．
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
は
実
定
法
学
を
支
え
る
堅
固
な

礎
石
を
な
す
と
同
時
に
、
そ
の
今
後
の
進
展
に
あ
ら
た
な
課
題
を
重
く
負

わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
通
信
・
一
九
八
八
年
・
A
5
判
・
二
九
〇
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
三
年
七
月
五
日
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
池
　
慶
四
郎
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